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不在所有者は協力金の負担を 
マンション管理費の最高裁判決 
 

 大阪市で今春、分譲マンションの管理組合費

を巡って起こされていた訴訟で、最高裁は画期

的な判決を下した。マンション所有者でありな

がら住んでいない不在所有者に対して、他の居

住所有者より組合費の金額を上乗せ徴収（協力

金）できるかどうかを争った裁判だった。部屋

を第三者に賃貸していた一部の不在所有者が拒

否したため、提訴となっていた。 

 一度でも管理組合の役員を経験したマンショ

ン居住者なら苦い思いをした経験がおありだろ

う。また、総会でも議題にのることが多い案件

だ。その度に居住者の間には不公平感をにじま

す空気が漂う。その理由は、不在所有者は役員

にならずに済み、保守管理は人任せ、賃貸で営

利行為する等、不在所有者は利益のみを享受す

るという非協力的な姿勢を問題視するからだ。

 国土交通省の調べでは、賃貸比率が２割を超

える管理組合は全国で 30％にのぼり、60 歳以上

の居住者は約 40％にもなるという。この高齢化

が役員のなり手を奪っている。判決は「上乗せ

額は管理組合費の 15％で多くないこと、大半の

不在所有者が支払いに合意している」ことも考

慮に入れ、適法とした。 

 大型マンションで特に憂慮されているのが管

理組合の空洞化だ。大阪市の例では、役員のな

り手が年々減っている。ただし、国交省のマン

ション管理規約には、不在所有者の協力金の規

定はない。この判決が契機となり、協力金徴収

の動きが活発化するとみられる。 

 

定期金の評価法の見直しで波紋！
経過期間の受取人変更は新規契約 
 

 周知のように、2010 年度税制改正で定期年金に

関する評価方法が見直され、相続税の節税策がま

たひとつ封じられた。これまで、例えば、定期金

給付事由が発生している有期定期金については、

その残存期間に受けるべき給付総額に 20％～

70％の割合を乗じた金額で評価するとされてい

たが、今後は解約返戻金や一時金相当額で評価さ

れる。改正法の適用は、原則、2011 年４月１日以

後の相続等からだ。 

 ただし、経過措置があり、2010 年３月 31 日ま

でに締結された定期金給付契約で 2010 年４月１

日～2011 年３月 31 日の間に相続・贈与により取

得するものについては、改正前の評価を適用す

る。この経過措置が税制改正大綱時点で明らかに

なっていたことから、今年３月 31 日までに一時

払い個人年金保険の契約を締結し、来年３月 31

日までに受取人を変更するなどの方法で改正前

の評価減を狙う駆け込み的な契約も相当あった

ようだ。 

 ところが、３月 31 日公布の政令では、政令施

行日前に締結された定期金給付契約のうち同日

から 2011 年３月 31 日までの間に、定期金受取

人等の変更など、契約内容に変更があったもの

は、軽微な変更を除き、その変更日に新たに締

結された定期金給付契約とみなすとされた。 

 駆け込み的契約のなかには、経過措置期間中

に贈与して旧法適用で節税しようという目論見

のものが多かったとみられ、生保業界に波紋が

広がっている。 

 


